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労働法制の普及等に関する取組について 

～三重労働局長による出張講義を実施～ 

 
 厚生労働省三重労働局(局長 川口達三)では、これから社会に出て働くことになる若者

に対し、労働関係法令の不知による問題事案の発生を未然に防止するとともに、職業につい

ての意識の涵養に資するため、労働法制の基礎知識等の出張講義を行っています。 

下記の講義を開催するほか各大学等の学生に対し講義を行っています。 
 

記 

 

１ 日 時   平成２８年１月２０日(水) １５：３０～１６：２０ 

 

２ 講義大学  国立大学法人三重大学 （三翠ホール） 

 

３ 講 師   三重労働局長 川口 達三 

 

４ 講義内容   

（１）働くときに知っておきたい労働法の基礎知識 

（２）三重県の新規学卒者をとりまく状況 

 

５ 取 材   当日取材、撮影可能です。 

（当日取材の場合は、当局までご一報いただきますと幸いです。） 

平成２８年１月１４日 

【照会先】 

三重労働局総務部企画室 

室  長   纐纈 研次  

室長補佐   杉本 公紀 

 （電話）059-226-2110 

三重労働局 
厚生労働省 



「これってあり？まんが 知って役立つ労働法Q＆A」について

働き始める前やアルバイトをするときには、働くルールである労働法を知っておく
ことが大切です。「これってあり？～まんが知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ～」では、
皆さんに最低限知っておいてほしい労働法のルールを紹介していますので、
これらのルールを頭に入れ、働く際には働く条件をよく確認した上で働きましょう。

目次

第１章 働き始める前に知っておきたいこと
Ｑ１：求人内容【「求人広告」にいい条件がたくさん書いてあるけどそのまま信用して大丈夫？】
Ｑ２：労働契約（就業規則）【面接で則採用、「給料は働きぶりを見て決める」って言われたけど、これってあり？】
Ｑ３：内定取消【入社日の直前になって会社の業績悪化を理由に内定取消・・・これってあり？】

（コラム：就職が決まらないときは･･････ハローワークに相談しよう！／労働組合とは）

第２章 働くときのルール
Ｑ４：賃金【「最初は時給５００円」・・・これってあり？】
Ｑ５：賃金（労働条件の変更）【不景気を理由に急に給料を下げられた・・・これってあり？】
Ｑ６：賃金・労働時間【毎日遅くまで残業させられる上に残業代が全然出ない・・・これってあり？】
Ｑ７：休暇・休日【「ライブに行きたいという理由で有給休暇は取れません！」 ・・・これってあり？】
Ｑ８：両立支援・均等取扱い【「妊娠したら辞めてもらう」って言われたんだけど・・・これってあり？】
Ｑ９：社会保険・労働保険【仕事中にケガ。治療費は自己負担って言われたけど、これってあり？】
Ｑ１０：就業形態による違い【働き方の違いって・・・？】

（コラム：働く上で守るべきルール／給与支給明細書を見て残業代が出ているか確認しよう！）

第３章 仕事を辞めさせられるとき、辞めるとき
Ｑ１１：解雇【ミスが原因で「もう明日から来なくていい」って・・・これってあり？】
Ｑ１２：退職【会社を辞めようとしたけど辞めさせてもらえない・・・これってあり？】

働く人のための相談窓口一覧

（※）労働法のことをより詳しく知りたい方は、「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」と併せて読んでいただくと、
より理解が深まります（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/index.html）。
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